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８東彼教告示第２号 

 

 

令和８年東彼杵町教育委員会規則第２号 

 

 

東彼杵町学校運営協議会の設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

 

 

 

令和８年１月１４日 

 

 

 

東彼杵町教育委員会 

 

                         教育長 山口  厚  
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東彼杵町学校運営協議会の設置に関する規則の一部を改正する規則 

東彼杵町学校運営協議会の設置に関する規則（平成２９年教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

(学校運営に関する基本的な方針の承認) (学校運営に関する基本的な方針の承認) 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法

（昭和４６年法律第７７号）第７条第１項に規定する業務量管理・健

康確保措置の実施に関すること。 

〔新設〕 

（３）  （略） （２） （略） 

（４）  （略） （３） （略） 

（５）  （略） （４） （略） 

（６）  （略） （５） （略） 

 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


